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１ 目的

この制度は、企業倒産等により影響を受ける県内中小企業者の連鎖倒産を防止するとともに、長期的

な景気低迷等により資金繰りが悪化している県内中小企業者の経営の安定を図るほか、事業再生に取り

組む中小企業者を支援することを目的に実施する。

２ 融資対象

県内に事業所を有し、原則として１年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかの要件

に該当すると認められるものとして商工会議所会頭又は商工会会長（以下「商工会議所会頭等」とい

う。）の推薦を受けたもの。ただし、(4)においては創業後１年未満の中小企業者を含むものとし、(5)

においては、商工会議所会頭等の推薦を不要とする。

(1) 連鎖倒産枠

倒産企業に対し売掛債権等を有しているもの又は倒産企業との取引依存度が１０％以上であるもの

(2) 事業承継枠

事業を承継するもので従業員の雇用維持等一定の要件を満たすもの

(3) 経営安定枠（このうちウ及びエを「原油関連枠」という。）

ア 最近３か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益（以下「売上高等」という。）が、過去３か年

のいずれかの年の同時期と比較して１０％以上減少しているもの

イ 売掛債権回収の長期化（又は不能）又はその他の事由により、経営の安定に支障を生じているもの

ウ 原油価格の上昇により事業活動に影響を受けており、最近３か月間の売上高等、が過去３か年のい

ずれかの年の同時期と比較して５％以上減少しているもの

エ 原油価格の上昇により事業活動に影響を受けており、最近１か月間の売上高等が、過去３か年のい

ずれかの年の同時期と比較して５％以上減少し、かつ、その後の２か月間を含む３か月間の売上高等

が過去３か年のいずれかの年の同時期と比較して５％以上減少することが見込まれるもの

(4) 災害枠

ア 別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じているもの

イ 平成２２年陸奥湾ホタテガイ高水温被害により事業活動に影響を受け、経営の安定に支障を生じて

いるもので、次のいずれかに該当するもの

① ホタテを取扱う水産加工業、卸、小売、飲食店、運送業（以下「ホタテ関連事業者」という。）

② ホタテ関連事業者又はホタテ生産者に対する取引依存度が１０％以上であるもの

ウ 平成２３年東北地方太平洋沖地震（その後の余震並びにこれらの地震による津波及び火災を含む。

以下「東日本大震災」という。）により、事業用資産に被害を受け、経営の安定に支障を生じている

もの（市町村長等が罹災を証明したものに限る。以下「平成２３年東北地方太平洋沖地震中小企業災

害復旧枠」という。）

エ 東日本大震災に伴う間接被害により、事業活動に影響を受けており、次のいずれかの要件を満たす

もの（以下「平成２３年東北地方太平洋沖地震中小企業経営安定枠」という。）

① 東日本大震災発生後、最近１ヶ月間を含む今後３ヶ月間の売上高等が過去３か年のいずれかの年

の同時期と比較して１０％以上減少すると見込まれるもの（平成２３年１０月末までに推薦を受け

たものに限る）

② 東日本大震災発生後、最近３ヶ月間の売上高等が過去３か年のいずれかの年の同時期と比較して

１０％以上減少しているもの

③ 東日本大震災発生後、最近１ヶ月間を含む今後３ヶ月間の売上高等が過去３か年のいずれかの年

の同時期と比較して５％以上１０％未満減少すると見込まれるもの（平成２３年１０月末までに推

薦を受けたものに限る）

④ 東日本大震災発生後、最近３ヶ月間の売上高等が過去３か年のいずれかの年の同時期と比較して

５％以上１０％未満減少しているもの

⑤ 東日本大震災により、売掛債権回収の長期化又は不能が生じているもの

(5) 事業再生枠

金融機関や再生支援機関等の支援が得られており事業の再建に合理的見通しが認められるものとして、

法的な再建手続きを行い、又は再生支援機関等の指導等を受けて事業再生を図るもの



３ 融資条件

(1) 資金使途、融資限度額、融資期間、融資利率

融資対象 資金使途 融資限度額(※１) 融資期間 融資利率(※２)

（うち据置期間）

２(1) 運転資金 ３,０００万円 １０年以内（２年以内） 取扱金融機関所定利率

から年０.８％引き下げ

２(2) 運転資金 １億円 運転１０年以内 た利率（但し、下限を

設備資金 （２年以内） 年２.０％とする。）

設備１５年以内

（３年以内）

２(3) 運転資金 ４,０００万円 １０年以内（２年以内）

２(4)ア 運転資金 ３,０００万円 １０年以内（２年以内） 年１.５％

設備資金

２(4)イ 運転資金 ①１億円 １０年以内（２年以内） ①年１.０％

設備資金 ②３,０００万円 ②年１.５％

２(4)ウ 運転資金 ２億８０００万円 １５年以内（３年以内） 年０.８％（※４）

設備資金 （※５）

２(4)エ 運転資金 ８,０００万円 １０年以内（２年以内） ①及び②年１.０％

設備資金 ③～⑤年１.５％

２(5) 運転資金 ３,０００万円 １０年以内（２年以内） 取扱金融機関所定利率

設備資金

(※３)

(※１) ２(1)から(5)は、それぞれ別枠とする。さらに、(3)において経営安定枠（ア及びイ）と原

油関連枠（ウ及びエ）はそれぞれ別枠とし、(4)においてアからエはそれぞれ別枠とする。）

(※２) 融資を行った金融機関に対して、四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出する場合は、

上記利率（(4)を除く）からさらに年０.２％割引（以下「経営力向上割引」という。）する。

この場合、融資利率の下限を年１.８％とする（(5)を除く）。）

但し、返済途中において、別に定める割引適用要件を欠くに至った以降は、経営力向上割引

の適用を除外するものとする。

(※３) ２(5)のうち、青森県信用保証協会（以下「信用保証協会」という。）が中小企業者の資金

繰りの改善、経営の安定のために必要と認めたときは、金融機関からの信用保証協会付きの借

入金を本制度の融資金で返済（借換え）することができる。）

(※４) ２(4)ウの融資を受けようとする者が、事業所又は機械設備等主要な事業用資産が全・半壊

又は流失したと認められる場合は、取扱金融機関に対し、融資残高に対して年０.８％の割合

で算定した額を利子補給することとし、既に融資実行済みの者については遡って適用する。た

だし、利子補給の諸条件については取扱要領の定めによることとし、また、利子補給に要する

経費を市町村が県と協調し負担する場合に限り、取扱金融機関に対し利子補給するものとする。

（負担割合県８０％、市町村２０％）

(※５) ２(4)ウにより平成２３年４月１日以降に融資実行された貸付金について、平成２３年８月

３１日までに融資期間１０年を超えて１５年以内で条件変更（期間延長）した場合にあっては、

当該条件変更後の条件により算定した額を利子補給することとする。



(2) 融資形式 手形貸付又は証書貸付

(3) 償還方法 原則として割賦償還とする。また、２(4)ウに係る約定返済日は、原則として５日、

１５日、２５日のいずれかとする。

(4) 保証料率 次に定める信用保証料率とする。

ア 無担保保険（一般関係）、普通保険（一般関係）を利用の場合は、財務その他経営に関する情報を

基にリスク計測モデルにより算出される評点に応じた下表の区分の料率を適用する。但し、個人その

他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない者であ

って貸借対照表及び損益計算書がない場合は、区分⑤の料率を適用する。

区 分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

保証料率

（％） １.９０ １.７５ １.５５ １.３５ １.１５ １.００ ０.８０ ０.６０ ０.４５

イ 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）に規定するセーフティネット保証１号～６号に

該当する場合は年０.９５％、同保証７号及び８号に該当する場合は年０.８６％、災害関係保証及び

東日本大震災復興緊急保証（以下「震災緊急保証」という。）に該当する場合は年０.７％とするな

ど、特例保証に該当する場合は、信用保証協会所定の保証料率を適用する。

ウ ２(5)のうち、事業再生円滑化保証に該当する場合は年１.７６％とするほか、事業再生保証に該当

する場合は年２.２％とする。

エ 財務諸表の作成に携わった公認会計士又は税理士から、日本公認会計士協会等が公表した「中小企

業の会計に関する指針」のすべての項目について適用状況の確認を行ったことを示す書類の提出を受

けた場合又は会計参与を設置している旨の登記を行っている場合は０.１％割引する。（ア、イ又は

ウに適用できる。）

オ 有担保保証のうち、担保保全率が１００％以上の場合は、０.１％（１００％未満の場合は、０.０

５％）割引する。（アに適用できる。）

カ ２(4)ウの場合は、保証料の免除に要する経費を市町村が県と協調し信用保証協会に補助する場合

に限り全額免除する（平成２３年４月１日以降に融資実行された貸付金について、平成２３年８月

３１日までに、融資期間１０年を超えて１５年以内で条件変更（期間延長）した場合を含む。）。

（負担割合県８０％、市町村２０％）

(5) 東日本大震災復興緊急保証の適用及び保証期間の特例

本制度は震災緊急保証を適用することができるものとする。ただし、特定被災区域（東日本大震災に

対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第２条第２項第３項の市町村を定める政令（平成

２３年政令第１２７号）第２条第１項及び第２項に定める市町村をいう）内に事業所を有する中小企業

者が、２(4)ウにより設備資金に係る貸付けを受ける場合において、震災緊急保証を適用する場合にあ

っては、信用保証協会が定める東日本大震災復興緊急保証制度要綱の規定にかかわらず、当該保証期間

の上限を１５年（うち据置期間３年）とする。

(6) 保証人及び担保

保証人は、法人の場合は、原則として代表者のみとし、個人の場合は、原則として不要とする。

担保は、必要に応じて徴求する。

４ 取扱金融機関

青森県内に本店若しくは支店を有する金融機関のうち、この制度に賛同する金融機関

５ 推薦の手続き

(1) 融資（２(5)を除く。）を受けようとする者（以下「申込者」という。）は、青森県経営安定化サポ

ート資金特別保証融資制度推薦申込書（様式第１号）に関係書類を添えて、商工会議所又は商工会に提

出するとともに、経営相談指導を受けるものとする。また、２(4)ウの場合は、市町村長等が発行する

罹災証明書等を併せて提出するものとする。

(2) 商工会議所会頭等は、(1)の推薦申込書を受けた時は、申込者の業況等を的確に把握するとともに、

２に定める要件に該当し、融資を受けることにより、売上高等の増加や資金繰りの改善（緩和）、経営

の安定等が図られると認めるときは、様式第１号により推薦を行うものとする。



６ 融資の手続き

(1) ５により推薦を受けた申込者は、推薦書（様式第１号）等を添付の上、取扱金融機関所定の手続きに

より取扱金融機関に申し込むものとする。また、あわせて３(1)の経営力向上割引を申し込む場合は、

確認書（様式第２号）を提出するものとする。

(2) 取扱金融機関及び信用保証協会は、融資の申込を受けた時はこれを審査し、融資又は保証承諾の可否

を決定するものとする。

７ 試算表等の提出

３(1)の経営力向上割引の適用を受けた者は、四半期に一度、各四半期の翌月末までに試算表及び資

金繰り表を、融資を受けた金融機関に対して提出しなければならない。

８ 報告

(1) 商工会議所会頭等は、５の規定に基づき推薦した場合は、取扱要領に定めるところにより速やかに報

告するものとする。

(2) 信用保証協会会長は、毎月の貸付状況について、取扱要領に定めるところにより報告するものとする。

(3) 取扱金融機関は、平成２３年東北地方太平洋沖地震中小企業災害復旧枠を３(１)により無利子で融資

した場合には、取扱要領に定めるところにより県に報告するものとする。

９ 期中支援

申込者が、次のいずれかに該当する者（平成２３年６月１日以降に保証申込を受付したものに限る）

であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、信用保証協会に

対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が1,250万円

以下であるとき、または保証期間が１年以内であるときはこの限りでない。なお、取扱金融機関が業況

報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を

提出するものとする。

ア 中小企業信用保険法第２条第４項第５号の特定中小企業者

イ ３(5)による保証期間の特例の適用を受ける中小企業者

10 預託

県は、この制度の円滑な運営のため、融資の進捗状況等を勘案し、予算の範囲内において取扱金融機

関に対して、別に定める利率で適宜預託を行うものとする。

11 実施期間

平成２３年４月１日（２(4)ウに係る融資利率(※４)については平成２３年４月５日（融資実行済み

の者に係る遡及適用については平成２３年３月１５日）、融資限度額及び融資期間の改正については平

成２３年５月１７日、３(5)については平成２３年５月２３日、２(4)エに係る融資条件の改正について

は平成２３年７月１日、２(4)アに係る融資条件の改正については平成２３年１０月１１日）から平成

２４年３月３０日まで

12 その他

(1) この制度の略称を○定 とする。

(2) この要綱等に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、県が必要に応じて関係機関の意見を

聴取する等して定めるものとする。



（様式第１号①連鎖倒産枠用）

青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化 サ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー ト 資 金資 金資 金資 金
特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度のののの推薦書推薦書推薦書推薦書（（（（推薦申込書推薦申込書推薦申込書推薦申込書））））

平成 年 月 日

殿

商工会議所会頭

商 工 会 会 長

本制度の融資対象の要件に該当すると認められるので、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度

要綱５の規定に基づき推薦します。この推薦は融資実行を約束するものではありませんので、この推薦を受

けた後、この融資を実施する金融機関への申込みを行い、融資審査及び青森県信用保証協会の保証審査を経

ることが必要です。なお、本推薦書の有効期限は推薦の日から１０日間ですので、速やかに融資の申込みを

して下さい。

なお、本推薦書及び添付資料に記載された個人情報は、青森県のほか、融資審査のため取扱金融機関及び

信用保証審査のため青森県信用保証協会に提出されます。

平成 年 月 日

商工会議所会頭

殿

商 工 会 会 長

本社（本店）所在地

企 業 名

代表者名 印

（個人企業で署名による場合は押印不要）

１ 事業所の概要

(1) 資 本 金 千円

(2) 従 業 員 数 人

（うち常用従業員 人、うち臨時従業員 人）

(3) 業 種

(4) 主たる事業内容

(5) 設 立 年 月 日 年 月 日

２ 申込金額 千円（３,０００万円以内）

３ 資金使途の内容（具体的に記入）

４ 借入予定金融機関名

５ 借入希望時期 年 月 日

６ 借入希望期間 （据置 ）



７ 融資の推薦要件（(1)及び(2)の要件を満たすもの）

(1) 連鎖倒産枠

倒産した企業に対し売掛債権等を有しているもの又は倒産した企業との取引依存度が１０％以上で

あるもの

ア 倒産した企業名

イ 倒産年月日 年 月 日

ウ ①倒産した企業に対する売掛債権等の額 千円

②倒産した企業との取引依存度 ％（Ａ／Ｂ）

Ａ 年 月 日から 年 月 日までの取引額等 千円

Ｂ 上記期間中の全取引額等 千円

(2) 資金繰りの改善が図られること

（具体的に記入）

８ 添付書類

合計残高試算表（損益計算書、貸借対照表）、総勘定元帳、月別売上実績又は資金繰表の写し等、

状況を具体的に証明できる書類



（別紙様式第１号②事業承継枠用）

青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化 サ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー ト 資 金資 金資 金資 金
特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度のののの推薦書推薦書推薦書推薦書（（（（推薦申込書推薦申込書推薦申込書推薦申込書））））

平成 年 月 日

殿

商工会議所会頭

商 工 会 会 長

本制度の融資対象の要件に該当すると認められるので、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度

要綱５の規定に基づき推薦します。この推薦は融資実行を約束するものではありませんので、この推薦を受

けた後、この融資を実施する金融機関への申込みを行い、融資審査及び青森県信用保証協会の保証審査を経

ることが必要です。なお、本推薦書の有効期限は推薦の日から１０日間ですので、速やかに融資の申込みを

して下さい。

なお、本推薦書及び添付資料に記載された個人情報は、青森県のほか、融資審査のため取扱金融機関及び

信用保証審査のため青森県信用保証協会に提出されます。

平成 年 月 日

商工会議所会頭

殿

商 工 会 会 長

本社（本店）所在地

企 業 名

代表者名 印

（個人企業で署名による場合は押印不要）

１ 事業所の概要

(1) 資 本 金 千円

(2) 従 業 員 数 人

（うち常用従業員 人、うち臨時従業員 人）

(3) 業 種

(4) 主たる事業内容

(5) 設 立 年 月 日 年 月 日

２ 申込金額 千円（１億円以内）

３ 資金使途の内容（具体的に記入）

４ 借入予定金融機関名

５ 借入希望時期 年 月 日

６ 借入希望期間 （据置 ）



７ 融資の推薦要件（(1)及び(2)の要件を満たすもの）

(1) 事業承継枠

事業を承継する中小企業者で、以下のウの要件を満たすこと（事業承継を確認できる書類を添付）

ア 承継する企業名

イ 会社整理年月日 年 月 日

ウ 次のＡ又はＢの要件に該当

Ａ 承継する事業の従業員数の過半数を、承継する企業等に勤務していた従業員の中から雇用す

ること（従業員名簿を添付）

ａ 事業承継前の従業員数 人

ｂ 事業承継後の従業員数 人

ｂ
×１００＝ ％＞５０％

ａ

B 承継する企業等が従前から取引していた企業との取引額の過半又はその企業数の過半数との取

引を維持すること

ｃ 事業承継前の取引企業との取引額又は取引企業数 千円・社

ｄ ｃのうち、事業承継後の取引額又は取引企業数 千円・社

ｄ
×１００＝ ％＞５０％

ｃ

(2) 承継する企業等の従業員の雇用の確保又は取引企業の経営安定が図られること

（具体的に記入）

８ 添付書類

合計残高試算表（損益計算書、貸借対照表）、総勘定元帳、月別売上実績又は資金繰表の写し等、

状況を具体的に証明できる書類



（別紙様式第１号③ア、イ経営安定枠用）

青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化 サ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー ト 資 金資 金資 金資 金
特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度のののの推薦書推薦書推薦書推薦書（（（（推薦申込書推薦申込書推薦申込書推薦申込書））））

平成 年 月 日

殿

商工会議所会頭

商 工 会 会 長

本制度の融資対象の要件に該当すると認められるので、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度

要綱５の規定に基づき推薦します。この推薦は融資実行を約束するものではありませんので、この推薦を受

けた後、この融資を実施する金融機関への申込みを行い、融資審査及び青森県信用保証協会の保証審査を経

ることが必要です。なお、本推薦書の有効期限は推薦の日から１０日間ですので、速やかに融資の申込みを

して下さい。

なお、本推薦書及び添付資料に記載された個人情報は、青森県のほか、融資審査のため取扱金融機関及び

信用保証審査のため青森県信用保証協会に提出されます。

平成 年 月 日

商工会議所会頭

殿

商 工 会 会 長

本社（本店）所在地

企 業 名

代表者名 印

（個人企業で署名による場合は押印不要）

１ 事業所の概要

(1) 資 本 金 千円

(2) 従 業 員 数 人

（うち常用従業員 人、うち臨時従業員 人）

(3) 業 種

(4) 主たる事業内容

(5) 設 立 年 月 日 年 月 日

２ 申込金額 千円（４,０００万円以内）

３ 資金使途の内容（具体的に記入）

４ 借入予定金融機関名

５ 借入希望時期 年 月 日

６ 借入希望期間 （据置 ）



７ 融資の推薦要件（(1)及び(2)（又は(3)）の要件を満たすもの）

(1) 経営安定枠（以下のア又はイのいずれか）

ア 最近３か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益（以下「売上高等」）が、過去３か年のいず

れかの年の同時期と比較して１０％以上減少していること

Ａ 最近３か月間の売上高 Ｂ 過去３か年のいずれかの年の同時期の売上高

（又は受注高、経常利益） （又は受注高、経常利益）

（平成 年 月～ 月） （平成 年 月～ 月）

千円 千円

Ｂ－Ａ

×１００＝ ％≧１０％

Ｂ

イ 売掛債権回収の長期化、売掛債権の回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じて

いること（具体的に記入して下さい。）

(2) (1)アにあっては、翌年３か月間（(1)アで基準とした最近３か月間と同時期）の売上高等が、最

近３か月間の売上高等と比較して増加が見込めるとともに、資金繰りの緩和が図られること

Ａ 最近３か月間の売上高 Ｃ 翌年の同時期の売上高

（又は受注高、経常利益） （又は受注高、経常利益）

（平成 年 月～ 月） （平成 年 月～ 月）

千円 千円

Ｃ－Ａ

×１００＝ ％＞０％

Ａ

(3) (1)イにあっては、経営の安定が図られること（具体的に記入）

８ 添付書類

合計残高試算表（損益計算書、貸借対照表）、総勘定元帳、月別売上実績又は資金繰表の写し等、

状況を具体的に証明できる書類



（様式第１号③ウ、エ原油関連枠用）

青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化 サ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー ト 資 金資 金資 金資 金
特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度のののの推薦書推薦書推薦書推薦書（（（（推薦申込書推薦申込書推薦申込書推薦申込書））））

平成 年 月 日

殿

商工会議所会頭

商 工 会 会 長

本制度の融資対象の要件に該当すると認められるので、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度

要綱５の規定に基づき推薦します。この推薦は融資実行を約束するものではありませんので、この推薦を受

けた後、この融資を実施する金融機関への申込みを行い、融資審査及び青森県信用保証協会の保証審査を経

ることが必要です。なお、本推薦書の有効期限は推薦の日から１０日間ですので、速やかに融資の申込みを

して下さい。

なお、本推薦書及び添付資料に記載された個人情報は、青森県のほか、融資審査のため取扱金融機関及び

信用保証審査のため青森県信用保証協会に提出されます。

平成 年 月 日

商工会議所会頭

殿

商 工 会 会 長

本社（本店）所在地

企 業 名

代表者名 印

（個人企業で署名による場合は押印不要）

１ 事業所の概要

(1) 資 本 金 千円

(2) 従 業 員 数 人

（うち常用従業員 人、うち臨時従業員 人）

(3) 業 種

(4) 主たる事業内容

(5) 設 立 年 月 日 年 月 日

２ 申込金額 千円（４,０００万円以内）

３ 資金使途の内容（具体的に記入）

４ 借入予定金融機関名

５ 借入希望時期 年 月 日

６ 借入希望期間 （据置 ）



７ 融資の推薦要件（(1)及び(2)の要件を満たすもの）

(1) 原油関連枠（以下のウ又はエのいずれか）

ウ 原油価格の上昇によりその事業活動に影響を受けている中小企業者で、最近３か月間の売上高又は

受注高若しくは経常利益（以下「売上高等」）が、過去３か年のいずれかの年の同時期と比較して５

％以上減少しているもの

Ａ 最近３か月間の売上高 Ｂ 過去３か年のいずれかの年の同時期の売上高

（又は受注高、経常利益） （又は受注高、経常利益）

（平成 年 月～ 月） （平成 年 月～ 月）

千円 千円

Ｂ－Ａ

×１００＝ ％≧５％

Ｂ

エ 最近１か月間の売上高等が、過去３か年のいずれかの年の同時期と比較して、５％以上減少し、か

つ、その後の２か月間を含む３か月間の売上高等が、過去３か年のいずれかの年の同時期と比較して

５％以上減少することが見込まれること

Ｃ 最近１か月間の売上高 Ｄ 過去３か年のいずれかの年の同時期の売上高

（又は受注高、経常利益） （又は受注高、経常利益）

（平成 年 月～ 月） （平成 年 月～ 月）

千円 千円

Ｄ－Ｃ

×１００＝ ％≧５％

Ｄ

Ｅ 最近１か月間及びその後の２か月 Ｆ 過去３か年のいずれかの年の同時期の売上高

間の売上高（受注高、経常利益） （受注高、経常利益）

（平成 年 月～ 月） （平成 年 月～ 月）

千円 千円

Ｆ－Ｅ

×１００＝ ％≧５％

Ｆ

(2) (1)ウにあっては、翌年３か月間（(1)アで基準とした最近３か月間と同時期）の売上高等が、最

近３か月間の売上高等と比較して増加が見込めるとともに、現在の資金繰りの緩和が図られること

Ａ 最近３か月間の売上高 Ｇ 翌年の同時期の売上高

（又は受注高、経常利益） （又は受注高、経常利益）

（平成 年 月～ 月） （平成 年 月～ 月）

千円 千円

Ｇ－Ａ

×１００＝ ％＞０％

Ａ



(3) (1)エにあっては、翌年１か月間（(1)エで基準とした最近１か月間と同時期）の売上高等及びそ

の後の２か月間を含む３か月間（(1)エで基準とした最近１か月間及びその後の２か月間を含む３か

月間と同時期）の売上高等が、最近１か月間の売上高等及びその後の２か月間を含む３か月間の売

上高等に比較して増加が見込めるともに、資金繰りの緩和が図られること

Ｃ 最近１か月間の売上高 Ｈ 翌年の同時期の売上高

（又は受注高、経常利益） （又は受注高、経常利益）

（平成 年 月～ 月） （平成 年 月～ 月）

千円 千円

Ｈ－Ｃ

×１００＝ ％＞０％

Ｃ

Ｅ 最近１か月間及びその後の２か月間 Ｉ 翌年の同時期の売上高

の売上高（又は受注高、経常利益） （又は受注高、経常利益）

（平成 年 月～ 月） （平成 年 月～ 月）

千円 千円

Ｉ－Ｅ

×１００＝ ％＞０％

Ｅ

８ 添付書類

合計残高試算表（損益計算書、貸借対照表）、総勘定元帳、月別売上実績又は資金繰表の写し等、

状況を具体的に証明できる書類



（様式第１号④災害枠用）

青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化青 森 県 経 営 安 定 化 サ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー トサ ポ ー ト 資 金資 金資 金資 金
特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度特別保証融資制度のののの推薦書推薦書推薦書推薦書（（（（推薦申込書推薦申込書推薦申込書推薦申込書））））

平成 年 月 日

殿

商工会議所会頭

商 工 会 会 長

本制度の融資対象の要件に該当すると認められるので、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度

要綱５の規定に基づき推薦します。この推薦は融資実行を約束するものではありませんので、この推薦を受

けた後、この融資を実施する金融機関への申込みを行い、融資審査及び青森県信用保証協会の保証審査を経

ることが必要です。なお、本推薦書の有効期限は推薦の日から１０日間ですので、速やかに融資の申込みを

して下さい。

なお、本推薦書及び添付資料に記載された個人情報は、青森県のほか、融資審査のため取扱金融機関及び

信用保証審査のため青森県信用保証協会に提出されます。

平成 年 月 日

商工会議所会頭

殿

商 工 会 会 長

本社（本店）所在地

企 業 名

代表者名 印

（個人企業で署名による場合は押印不要）

１ 事業所の概要

(1) 資 本 金 千円

(2) 従 業 員 数 人

（うち常用従業員 人、うち臨時従業員 人）

(3) 業 種

(4) 主たる事業内容

(5) 設 立 年 月 日 年 月 日

２ 申込金額 千円 ７(1)及び(2)イに該当する場合３,０００万円以内

７(2)アに該当する場合１億円以内

７(3)に該当する場合２億８０００万円以内

７(4)に該当する場合８,０００万円以内

３ 資金使途の内容（具体的に記入）

４ 借入予定金融機関名

５ 借入希望時期 年 月 日

６ 借入希望期間 （据置 ）



７ 融資の推薦要件（(1)から(4)のいずれかの要件を満たし、かつ(5)の要件を満たすもの）

(1) 別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じているもの

（具体的に記入して下さい。）

(2) 平成２２年陸奥湾ホタテガイ高水温被害により影響を受け、経営の安定に支障を生じているもの

で、次のいずれかの要件をみたすこと

ア ホタテを取扱う水産加工業、卸、小売、飲食店、運送業（以下「ホタテ関連事業者」とい

う。）であること（具体的に記入）

イ ホタテ関連事業者またはホタテ生産者に対する取引依存度が１０％以上であること

① 取引のあるホタテ関連事業者またはホタテ生産者

② ①との取引依存度 ％（Ａ／Ｂ）

Ａ 年 月 日から 年 月 日までの取引額等 千円

Ｂ 上記期間中の全取引額等 千円

(3) 平成２３年東北地方太平洋沖地震中小企業災害復旧枠

東日本大震災により、事業用資産に被害を受け、経営の安定に支障を生じているもの（市町村長等

が罹災を証明したものに限る。具体的に記入）

※主要な事業用資産が全・半壊又は流失したと 認められる ・ 認められない

（主要な事業用資産とは、当該資産がないと営業・生産活動に支障が生じる資産をいう。）

(4) 平成２３年東北地方太平洋沖地震中小企業経営安定枠

（別紙様式による）

(5) 経営の安定が図られること（具体的に記入）

８ 添付書類

合計残高試算表（損益計算書、貸借対照表）、総勘定元帳、月別売上実績又は資金繰表の写し、罹災

証明書等、状況を具体的に証明できる書類



（様式第１号④別紙１ ※要綱２(4)エ①、③に該当する場合）

平成２３年東北地方太平洋沖地震中小企業経営安定枠に係る推薦要件確認書

商工会議所・商工会

確認者

１ 融資の推薦要件（(1)及び(2)の要件を満たすこと）

(1)地震災害に伴う間接被害により、事業活動に影響を受けていること（地震災害によりどのような間接被

害が生じたのか、それによりどのような影響を受けているのかを具体的に記入）

(2)地震災害発生後、最近１ヶ月間を含む今後３ヶ月間の売上高又は受注高若しくは経常利益（以下「売上

高等」）が過去３か年いずれかの年の同時期（創業後１年未満の中小企業者の場合は、創業に係る事業

計画における同時期）と比較して一定以上減少すると見込まれること

① 最近１カ月間の売上高等

Ａ 最近１か月間（平成 年 月）の売上高等

売上高 ・ 受注高 ・ 経常利益 千円

Ｂ 過去３か年のいずれかの年の同時期（平成 年 月）の売上高等

売上高 ・ 受注高 ・ 経常利益 千円

【売上高等減少率】 （いずれかに○をする）
Ｂ－Ａ

Ｂ ×１００＝ ％ → １０％以上 ・ ５％以上１０％未満

② ①の期間を含む３ヶ月間の売上高等

Ａ ①の期間を含む３か月間（平成 年 月～ 年 月）の売上高等の見込

売上高 ・ 受注高 ・ 経常利益 千円

Ｂ 過去３か年のいずれかの年の同時期（平成 年 月～ 年 月）の売上高等

売上高 ・ 受注高 ・ 経常利益 千円

【売上高等減少率】 （いずれかに○をする）
Ｂ－Ａ

Ｂ ×１００＝ ％ → １０％以上 ・ ５％以上１０％未満

※融資利率の判定：①及び②いずれも「１０％以上」の場合 → 融資利率１.０％

上記以外の場合 → 融資利率１.５％

２ 添付書類

合計残高試算表（損益計算書、貸借対照表）、総勘定元帳、月別売上実績、日計表又は資金繰表の写し

等、状況を具体的に証明できる書類



（様式第１号④別紙２ ※要綱２(4)エ②、④、⑤に該当する場合）

平成２３年東北地方太平洋沖地震中小企業経営安定枠に係る推薦要件確認書

商工会議所・商工会

確認者

１ 融資の推薦要件（(1)及び(2)又は(1)及び(3)いずれかの要件を満たすこと）

(1)地震災害に伴う間接被害により、事業活動に影響を受けていること（地震災害によりどのような間接被

害が生じたのか、それによりどのような影響を受けているのかを具体的に記入）

(2)地震災害発生後、最近３ヶ月間の売上高又は受注高若しくは経常利益（以下「売上高等」）が過去３か

年いずれかの年の同時期と比較して一定以上減少していること

Ａ 最近３か月間（平成 年 月～ 年 月）の売上高等

売上高 ・ 受注高 ・ 経常利益 千円

Ｂ 過去３か年のいずれかの年の同時期（平成 年 月～ 年 月）の売上高等

（※創業後１年未満の中小企業者の場合は、創業に係る事業計画におけるＡと同時期の売上高等）

売上高 ・ 受注高 ・ 経常利益 千円

【売上高等減少率】 （いずれかに○をする）

Ｂ－Ａ

Ｂ
×１００＝ ％ → １０％以上 ・ ５％以上１０％未満

※融資利率の判定：「１０％以上」の場合 → 融資利率１.０％

「５％以上１０％未満」の場合 → 融資利率１.５％

(3)地震災害発生後、売掛債権回収の長期化又は不能が生じていること（当該長期化又は不能に係る取引先

企業名、当該取引先企業の被害状況、売掛債権額、回収見込等を具体的に記入すること）

２ 添付書類

合計残高試算表（損益計算書、貸借対照表）、総勘定元帳、月別売上実績、日計表又は資金繰表の写し

等、状況を具体的に証明できる書類



（様式第２号）

確 認 書確 認 書確 認 書確 認 書
（経営力向上割引における融資条件）

平成 年 月 日

（取扱金融機関）

殿

青 森 県 殿

住 所

企 業 名

代表者名 印

青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱６の規定により「確認書」を提出します。

これにより、経営安定化サポート資金に係る融資を受けた後、取扱要領に規定する割引適用要件を欠くに

至った場合は、要綱３の規定により、経営力向上割引の適用が除外となり、次回返済分から、直近の返済に

係る融資利率と比較して年０.２％引き上げとなることを確認します。（年０.２％：経営力向上割引分）

なお、融資利率が引き上げとなる場合としては、下記による経営力向上割引の要件を欠いた場合となりま

す。

・試算表及び資金繰り表を四半期に一度、各四半期の翌月末までに取扱金融機関に対して提出することを

怠った場合

・提出した試算表及び資金繰り表の内容に疑義があり、金融機関の指導に従わない場合


